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開催日程 説明会会場 所在地 定 員 

令和２年９月１７日（木） 

10：00～11：30（午前開催） 

13：15～14：45（午後開催） 

新潟ユニゾンプラザ 

（５階 中研修室） 
新潟市中央区上所２丁目２番２号 

４０名 

４０名 

令和２年９月２３日（水） 

10：30～12：00（午前開催） 

13：15～14：45（午後開催） 

上越市市民プラザ 

（第１会議室） 
上越市土橋１９１４－３ 

４０名 

４０名 

令和２年９月２８日（月） 

10：30～12：00（午前開催） 

13：15～14：45（午後開催） 

上越市市民プラザ 

（第１会議室） 
上越市土橋１９１４－３ 

４０名 

４０名 

令和２年１０月１日（木） 

10：00～11：30（午前開催） 

13：15～14：45（午後開催） 

新潟ユニゾンプラザ 

（５階 中研修室） 
新潟市中央区上所２丁目２番２号 

４０名 

４０名 

令和２年１０月２日（金） 

10：00～11：30（午前開催） 

13：15～14：45（午後開催） 

新潟ユニゾンプラザ 

（５階 中研修室） 
新潟市中央区上所２丁目２番２号 

４０名 

４０名 

令和２年１０月５日（月） 

10：30～12：00（午前開催） 

13：15～14：45（午後開催） 

長岡地方合同庁舎 

（３階 共用会議室） 

長岡市千歳１－３－８８ 

長岡地方合同庁舎 

４０名 

４０名 

令和２年１０月６日（火） 

10：30～12：00（午前開催） 

13：15～14：45（午後開催） 

長岡地方合同庁舎 

（３階 共用会議室） 

長岡市千歳１－３－８８ 

長岡地方合同庁舎 

４０名 

４０名 

令和２年１０月８日（木） 

10：30～12：00（午前開催） 

13：15～14：45（午後開催） 

長岡地方合同庁舎 

（３階 共用会議室） 

長岡市千歳１－３－８８ 

長岡地方合同庁舎 

４０名 

４０名 

 
改正女性活躍推進法等により、パワハラ防止対策の義務化や女性活躍推進の取組拡大が規定され、令和２年６月１日より

順次施行されています。また、パートタイム・有期雇用労働法についても令和２年４月１日から施行されています（中小企業は

令和３年４月１日施行）。令和３年１月１日から子の看護休暇や介護休暇は、時間単位で取得出来るようになります。 

新潟労働局では、改正法の内容について周知を図るため、下記のとおり説明会を開催します。 

参加無料・事前申込要 

＜職場のパワーハラスメント防止対策について＞ 

〇パワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置義務等（中小企業は令和４年３月３１日まで努力義務） 

＜改正女性活躍推進法について＞  

〇一般事業主行動計画の策定・届出義務が 301 人以上から 101 人以上の企業へ拡大（令和４年４月１日施行） 

＜同一労働・同一賃金の対応について＞ 

〇不合理な待遇差の禁止、待遇差の内容や理由等の説明義務（中小企業は令和３年４月１日施行） 

＜育児・介護休業法の一部改正について＞ 

 

 

 

【説明内容】 



様 

ご参加については、下記申込書によりお申込みください。  

 

 

 

 

 

※説明会当日、会場受付で申込済の「参加申込書」をご提出いた

だきますので、この用紙を忘れずにご持参ください。 

説明会参加申込書 

✓参加希望会場にチェックをお願いします。 

□９月１７日（木）新潟ユニゾンプラザ（午前） □１０月２日（金）新潟ユニゾンプラザ（午前） 

□９月１７日（木）新潟ユニゾンプラザ（午後） □１０月２日（金）新潟ユニゾンプラザ（午後） 

□９月２３日（水）上越市市民プラザ（午前）  □１０月５日（月）長岡地方合同庁舎（午前） 

□９月２３日（水）上越市市民プラザ（午後）  □１０月５日（月）長岡地方合同庁舎（午後） 

□９月２８日（月）上越市市民プラザ（午前）  □１０月６日（火）長岡地方合同庁舎（午前） 

□９月２８日（月）上越市市民プラザ（午後）  □１０月６日（火）長岡地方合同庁舎（午後） 

□１０月１日（木）新潟ユニゾンプラザ（午前） □１０月８日（木）長岡地方合同庁舎（午前） 

□１０月１日（木）新潟ユニゾンプラザ（午後） □１０月８日（木）長岡地方合同庁舎（午後） 

事 業 所 名  

参加者氏名                            

連絡先電話番号        －       － 

 

 

※参加者については、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から各企業１名でお願いします。また、説明会当日は 

マスクを着用し、発熱や風邪の症状、基礎疾患のある方及び妊婦の方は参加を控えていただくようお願いします。 

新潟労働局雇用環境・均等室までＦＡＸにてお申し込みください。 

＜申込先ＦＡＸ＞  ０２５-２８８-３５１８ 
説明会開催１週間前が締切りになります。なお、申込書を受理した旨のお知らせはしませんが、

定員に達した場合、日程等の調整をお願いすることがありますので、ご了承ください。 

【主催・問い合わせ先】 

        〒950-8625 新潟県新潟市中央区美咲町１-２-１ 新潟美咲合同庁舎２号館４階 

新潟労働局 雇用環境・均等室 

                  ＴＥＬ：０２５－２８８－３５１１／ ＦＡＸ：０２５－２８８－３５１８ 

 


